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2110020 柴 ｼﾊﾞ 1 横浜市 横浜市 横　浜　市 S27.1.12 H4.4.21

2110030 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 1 横浜市 横浜市 横　浜　市 S27.12.29 H4.4.21

2110040 北下浦 ｷﾀｼﾀｳﾗ 1 横須賀市 横須賀市
横須賀市東部

三　　　和
○ S27.12.29

2110050 秋谷 ｱｷﾔ 1 横須賀市 横須賀市 湘　　　南 ◎ S27.12.29 S52.3.3

2110060 久留和 ｸﾙﾜ 1 横須賀市 横須賀市 湘　　　南 ◎ S27.12.29

2110070 金田 ｶﾈﾀﾞ 1 三浦市 三浦市 み   う   ら S31.7.6 S59.11.5

2110073 毘沙門 ﾋﾞｼｬﾓﾝ 1 三浦市 三浦市 み   う   ら S59.7.24

2110077 初声 ﾊｯｾ 1 三浦市 三浦市 三　　　和 ○ S63.3.31

2110080 真名瀬 ｼﾝﾅｾ 1 三浦郡葉山町 葉山町 湘　　　南 ○ S27.12.29 H29.2.17

2110090 小坪 ｺﾂﾎﾞ 1 逗子市 逗子市 湘　　　南 ○ S27.1.12

2110100 腰越 ｺｼｺﾞｴ 1 鎌倉市 鎌倉市 腰　　　越 ○ S27.5.28

2110101 鎌倉 ｶﾏｸﾗ 1 鎌倉市 鎌倉市 湘　　　南 ○ R5.3.31

2110110 片瀬 ｶﾀｾ 1 藤沢市 藤沢市
江の島片瀬
湘　　　南

○ S26.10.17 H17.1.31

2110120 茅ヶ崎 ﾁｶﾞｻｷ 1 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市 ○ S26.10.17

2110125 二宮 ﾆﾉﾐﾔ 1 中郡二宮町 二宮町 大磯二宮 ○ S63.3.31

2110130 石橋 ｲｼﾊﾞｼ 1 小田原市 小田原市 小田原市 S29.7.12

2110140 米神 ｺﾒｶﾐ 1 小田原市 小田原市 小田原市 S27.12.29

2110150 江之浦 ｴﾉｳﾗ 1 小田原市 小田原市 小田原市 S26.10.17

2110160 岩 ｲﾜ 1 足柄下郡真鶴町 真鶴町 岩 S27.1.12

2110165 福浦 ﾌｸｳﾗ 1 足柄下郡湯河原町 湯河原町 福　　　浦 2 S26.10.17 H15.1.14

2120020 長井 ﾅｶﾞｲ 2 横須賀市 横須賀市 長　井　町 2 ◎ S27.1.12 H12.6.29

2120030 佐島 ｻｼﾞﾏ 2 横須賀市 横須賀市 湘　　　南 ◎ S26.10.17 S52.3.3

2120040 間口 ﾏｸﾁ 2 三浦市 三浦市 み   う   ら 2 ○ S27.12.29 H10.1.28

2120050 平塚 ﾋﾗﾂｶ 2 平塚市 平塚市 平　塚　市 ○ S27.5.28

2130010 三崎 ﾐｻｷ 特3 三浦市 神奈川県
み   う   ら
三　　　和

○ ○ ○ S26.10.17 H12.8.21

2130020 小田原 ｵﾀﾞﾜﾗ 3 小田原市 神奈川県 小田原市 ◎ S26.12.13 S63.12.17

（注）

１．分区欄は、分区の指定がある漁港について本港を含めた当該漁港全体の分区数を表す。
２．海岸保全区域欄は、「○」は海岸保全区域指定済漁港、「◎」は海岸保全区域指定済漁港中、海岸法第５条第４項の漁港区域に接する海岸保全区域指定済漁港を表す。
３．港則法適用欄は、「○」が港則法適用漁港、「◎」は関税法上の開港を表す。
４．ビジター（一時利用をいう。）受入欄は、ビジター艇の受入を行っている漁港を「○」で表す。
５．指定年月日の欄は、一番最初に指定された告示年月日、区域変更年月日の欄は、現在の漁港の区域となった告示年月日を表す。
６．離島・半島欄の「離島」は離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づく離島振興対策実施地域、「半島」は半島振興法（昭和60年法律第63号）に基づく半島振興対策実施
地域、「奄美」は奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）に基づく奄美群島に所在する漁港を表す。
７．有人国境離島欄の「国境離島」又は「特定国境離島」は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（平成28年法
律第33号）に基づく有人国境離島地域又は特定有人国境離島地域を構成する離島に存在する漁港を表す。
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